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使用する有機溶剤等の危険有害性の確認と周知

1. 使用する溶剤、塗料、原料等の製品に添付されている安全データシート(SDS 
(Safety Data Sheets))により有機溶剤の種類、含有率を確認する。

2. 各有機溶剤の有害性を確認する。
3. 安全データシートが付されていない場合は、供給元（代理店などの納入元、メー

カー）に提供を求める。

4. 有機溶剤等に含まれる化学物質の危険有害性、および有機溶剤等に係る事故発生
時の措置について、作業者に周知徹底するとともに、必要な対策を講じる。

使用する有機溶剤等の危険有害性を確認し、
関係者に周知徹底し、必要な対策を講じましょう。

製品安全データシート
作成者（法人にあってはその名称）
住所
担当部門 担当者
電話番号
緊急連絡先
E-mail
作成・改訂日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1.化学物質等の名称
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2.危険有害性の要約

GHS分類・・・ 標章
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3.組成、成分情報
名称
成分及び含有量
化学式または構造式
官報公示整理番号（安衛法、化審法）
CAS番号

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4.応急措置
吸入した場合
皮膚に付着した場合
眼に入った場合
飲み込んだ場合
・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5.火災時の措置
消化方法
消火剤
・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具、緊急措置
環境に対する注意事項
回収、中和・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
7. 取扱い及び保管上の注意
技術的対策
局所排気・全体換気
安全取扱い注意事項
・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度
許容濃度
・日本産業衛生学会
・ACGIH
設備対策
保護具の種類
・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9.物理化学的性質
外観、物性、蒸気圧・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10.安定性及び反応性 ・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
11.有害性情報
急性毒性、皮膚腐食性・刺激性・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12.環境影響情報 ・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
13.廃棄上の注意 ・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
14.輸送上の注意 ・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
15.適用法令 ・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
16.その他（記載内容の問合せ先、引用文献等）

��・提供すると�

①名称、②成分、③人体に及ぼす
影響、④貯蔵または取扱い上の注
意、⑤表示者の氏名、住所、電話
番号、⑥注意喚起語、⑦安定性及
び反応性、⑧標章

容器・包装への表示
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を一定*1以上含有する製剤そ
の他の物を容器・包装に入れて他の事業者へ譲渡、提供する場合
は、容器・包装に右の事項の表示が必要です。注）主として一般消費者の
生活の用に供するためのものは除外

*1 ﾃﾄﾗｸﾛﾙｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾙｴﾁﾚﾝについては、0.1％以上
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁ
ﾙｴｰﾃﾙ、ｷｼﾚﾝ、N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ、ｽﾁﾚﾝ、ﾄﾙｴﾝ、二硫化炭素、ﾒﾀﾉｰﾙについては、0.3％以上
その他の有機溶剤については、1％以上

①名称、②成分及びその含有量、
③物理的及び化学的性質、④人
体に及ぼす作用、⑤貯蔵又は取
扱い上の注意、⑥流出その他の事
故が発生した場合において講ずべ
き応急の措置、⑦通知者の名称、
住所、電話番号、⑧危険性又は有
害性の要約、⑨安定性及び反応
性、⑩適用される法令、⑪その他
参考となる事項

文書の交付等
有機溶剤を一定*2以上含有する製剤その他の物を他の事業者へ譲
渡、提供する場合は、安全データシート(SDS)の交付等により右の事項
の通知が必要です。
注）主として一般消費者の生活の用に供するためのものは除外

*2 ｵﾙﾄ-ｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｸﾚｿﾞｰﾙ、酢酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ、酢酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、酢酸ﾉﾙﾏ
ﾙ-ﾌﾞﾁﾙ、酢酸ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、酢酸ﾒﾁﾙ、ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾌﾗﾝ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ﾒﾁﾙｴ
ﾁﾙｹﾄﾝ、ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾉｰﾙ、ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾝﾉﾝ、ﾒﾁﾙ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ｺｰﾙﾀｰﾙ
ﾅﾌｻ、石油ｴｰﾃﾙ、石油ﾅﾌｻ、石油ﾍﾞﾝｼﾞﾝ、ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄについては、1%以上
その他の有機溶剤については、0.1％以上
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屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、その作業場所に有機溶
剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設けなけ
ればなりません。

屋内作業場等
での作業？

第1種有機溶剤

スタート

タンク等の内部
での作業？

第2種有機溶剤

第3種有機溶剤

YES

NO

局所排気装置

プッシュプル型換気
装置

発散源の密閉

全体換気装置
でも可

有機則適用外

NO

吹付けの作業？

YES
YES

NO

右
の
い
ず
れ
か

有機溶剤業務
に該当？

有機溶剤の発散源対策を確認してみましょう

NO

YES

有機則の対象となる
有機溶剤？

NO

YES

全体換気の場合は防毒
マスクの着用が必要

�����の��

○有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任
○作業主任者の職務

① 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を１月以内ごとに点検す

ること。
③ 保護具の使用状況を監視すること。
④ タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。

�����の��

屋内作業場等において、有機溶剤業務を行うときは、作業主任者を選任し、次の事項を行わせ
ることが必要です。
注）試験研究の業務を除く
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